
水郡線定期利用者割引制度のご案内について 

 

１ 目的 

 ・ 水郡線の維持・活性化に向けて、定期券を保有する利用者が登録店舗などで割引サ

ービス等を受けられる制度です。 

 ・ 協賛店にとっては、「駅周辺のにぎわいづくりや沿線地域の活性化」に熱心な事業

者として、地域の住民などに、広くＰＲできるメリットがあります。 

 

２ 割引サービス等を受けられる利用者について 

  以下の条件をすべて満たしていることが必要です。 

  なお、各店舗によって、その他の条件（サービスを受けられる人数や時間など）を加え

て、登録することも可能です。 

 ① 水郡線の県内区間を含む通勤定期券又は通学定期券を所持していること。なお、

各店舗の判断で、サービスの対象をどちらか一方に限定することも可能です。 

 ② 定期券の利用期限が切れていないものであること。 

 ③ 割引制度の利用者が定期券の利用者本人（又は本人を含むグループ）であること

（本人確認は口頭等で実施）。 

 

３ 協賛店の店舗登録の申込について 

 ・ 協賛店として登録するにあたり、申込書の提出が必要です。 

 ・ 協賛店登録の申込は、茨城県の「電子申請・届出サービス」から行うことができるほ

か、郵送でも申し込みができます。 

 ・ 登録内容の確認のため、ご担当者に連絡をさせていただく場合があります。また、

審査のうえ、不適切と判断された内容は掲載できない場合があります。 

 ・ 割引サービス等に伴う費用は、協賛店の負担になりますのでご了承ください。 

 

４ 協賛店へのサポートについて 

 ・ 協賛店の情報は、県のホームページやチラシ等に掲載します。 

 ・ 協賛店であることが一目で分かるポスターやステッカーをお届けします。 

 

５ 登録内容の変更・解除について 

 ・ 登録内容が変更になる場合は、事務局までご連絡ください。なお、変更作業に時間

がかかる場合がありますので、余裕をもってご連絡ください。 

 ・ 登録を解除したい場合は、事務局までご連絡ください。 

協賛店登録の申し込みはコチラから 

茨城県水郡線利用促進会議 

事務局：茨城県政策企画部交通政策課 

(TEL) 029-301-2606 

（Mail） kosei1@pref.ibaraki.lg.jp 



 

【参考】水郡線の県内区間について 

 

 

● 常陸青柳 

● 常陸津田 

● 後台 

● 下菅谷 

● 中菅谷 

● 上菅谷  

● 常陸鴻巣 

● 瓜連 

● 静 

● 常陸大宮 

● 玉川村 

● 野上原 

● 山方宿 

● 中舟生 

● 下小川 

● 西金 

● 上小川 

● 袋田 

● 常陸大子 

● 下野宮 

水 戸 

● 南酒出 

● 額田 

● 河合 

● 谷河原 

● 常陸太田 

Suica 定期券、磁気定期券
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